
日専連ニック  提携ローン（フリーローン／学資ローン） 
 

※正式名：株式会社 日専連ニックコーポレーション（以下「日専連ニック」と表示します。） 平成２３年１１月７日現在 

１．商品名 日 専 連 ニ ッ ク 提 携 フ リ ー ロ ー ン 日 専 連 ニ ッ ク 提 携 学 資 ロ ー ン 

２．取扱店 

 

本店営業部、南町支店、生田原支店、丸瀬布支店、中湧別支店、湧別支店、佐呂間支店、北見支店 

西富支店、東支店 

３．ご利用いただけ

る方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・次の全ての条件に該当する方 

① 日専連ニックの個人会員の方。 

② 満２０歳以上６５歳以下の方（完済時７０歳以下の

方）。ただし、親権者の連帯保証を条件として１８歳

以上の方も可とします。 

③ 勤続年数又は同一事業での営業年数１年以上の方。

ただし、日専連ニックが認めた場合は、１年未満の

方も可とします。 

④ 当金庫の営業地区内における居住年数１年以上の

方。ただし、日専連ニックが認めた場合は、１年未

満の方も可とします。 

・次の全ての条件に該当する方 

① 日専連ニックの個人会員の方。 

② 大学院、大学、短大、専門学校、高等学校に在学又

は就学予定者の保護者の方。 

③ 満２０歳以上６５歳以下の方（完済時７０歳以下の

方）。 

④ 安定継続した収入があり、かつ前年度税込年収が３

００万円以上の方。 

⑤ 上記のほか、日専連ニックが保証承諾を認めた方。

（勤続年数、営業年数は問いません。） 

 

４．お使いみち 

 

・消費・生活・投資資金等、特に制限はありません。 

 注、事業資金及び旧債返済金は除きます。 

① 入学金・授業料等の学資 

② 就学期間内の生活維持に必要な資金 

５．ご融資金額 

 

 

 

・１０万円以上５００万円以内（１万円単位） 

 ただし、融資限度額は原則として次の範囲内とします。 

 《前年度所得額（税込）×３０％×返済年数（12 か月 

  未満は切り上げて 1 か年とします。）》 

・５０万円以上５００万円以内（１万円単位） 

 

 

 

６．ご利用期間 

 

 

・６か月以上７年以内 

 ただし、日専連ニックが特に認めた場合は、１０年 

 までとします。 

・１０年以内 

 

 

７．ご融資利率 

 

・固定金利 年６．５０％ 

 （保証料率年２．３０％を含みます。） 

・固定金利 年５．７０％ 

 （保証料率年１．８０％を含みます。） 

８．連帯保証人 

 

・原則不要。ただし、日専連ニックが必要と認めた場合

は、１名以上の連帯保証人が必要となります。 

・原則不要。ただし、日専連ニックが必要と認めた場合

は、１名以上の連帯保証人が必要となります。 

９．ご返済方法 

 

・毎月元利均等返済払（ボーナス併用払可）、据置期間なし 

 注、ボーナス返済元本は、融資金額の５０％以内とします。

同 左 

 

1 0．必要書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 印鑑証明書（本人、保証人 各１通） 

② 本人確認資料 

  ・運転免許証又は健康保険証（本人、保証人） 

③ 見積書又は注文書（日専連ニックから依頼された場

  合のみ） 

 

 

 

 

 

 

① 印鑑証明書（本人、保証人 各１通） 

② 本人確認資料 

  ・運転免許証又は健康保険証（本人、保証人） 

③ 所得証明書（次のいずれかの書類） 

  ・公的機関発行の所得証明書 

  ・納税証明書又は確定申告書（税務署の受付印のあ

   るもの）写し 

  ・源泉徴収票の写し 

④ 資金使途証明書 

  ・学生又は生徒であることを証明する資料（合格通

   知書、入学証明書、在学証明書、学生証の写し等）

1 1．手数料等 

 

 

 

 

 

・繰上返済を行う場合は、次の手数料が必要となります

（消費税含む）。 

  一部繰上償還（１回につき）3,150 円  

  全額繰上償還       5,250 円 

 ※ご融資残高が１０万円以下のお借り入れに対する 

  繰上償還は、手数料無料となります。 

同 左 

 

 

 

 

 

12．苦情処理措置・ 

  紛争解決措置 

 

 

 

 

・苦情処理措置 本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店又はお客様相談センター（9 時～17 時、電話：

0120-972-141（通話料無料））へお申し出ください。 

・紛争解決措置 東京弁護士会（電話：03-3581-0031）、第一東京弁護士会（電話：03-3595-8588）、

第ニ東京弁護士会（電話：03-3581-2249）及び札幌弁護士会（電話：011-251-7730）

の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、当金庫営業日に、上記お客様相

談センター、全国しんきん相談所（電話：03-3517-5825）又は北海道地区しんきん相談

所（電話：011-221-3273）へお申し出ください。 

● お申し込みに際しては事前の審査をさせていただきます。結果によっては、ご希望に添えない場合もございます 

 ので、あらかじめご了承ください。 

● ご返済額の試算につきましては、当金庫の本支店にお問い合わせください。 

※ 


